
4.22「安倍政権と取材の自由」集会アピール 

  

 

１ 2018年 12月 28日、上村秀紀内閣官房総理大臣官邸報道室長は、内閣記者会

宛てに、記者会見における菅義偉官房長官に対する東京新聞望月衣塑子記者の質

問（沖縄県辺野古基地工事における赤土問題）について「事実誤認がある」とし

た文書（以下「内閣記者会宛て文書」という。）を示し、「問題意識の共有」を求

めるとしました。 

政府の一方的な認識を前提として、質問者から寄せられた事実認識を「事実誤

認」と断定し説明や回答を免れることは、何が事実であるかを時の権力者が決め、

そして政府の意に沿わない記者を排除することにつながるものであって、決して

許されません。 

こうした行為が見過ごされるのであれば、記者による取材は大きな制約を受け、

国民の知る権利（憲法 21 条）はないがしろにされ、また、自由な言論によって

政治的意思決定に参加する権利も奪われてしまいます。 

２ もっとも、本件は唐突になされたものではありません。これまでも、2001 年

1 月 NHK のドキュメンタリー番組「戦争をどう裁くか 問われる戦時性暴力」

の内容に対し安倍晋三内閣官房副長官（当時）らが介入した事件をはじめとして、

2015 年 5 月の自民党による NHK とテレビ朝日経営幹部への聴取問題、同年 6

月の沖縄 2紙への自民党議員らによる暴言、2016年 2月の高市早苗総務大臣（当

時）による電波停止発言、2018年 9月自民党総裁選に関する「公平・公正報道」

要求、2018 年通常国会における安倍首相による朝日新聞への執拗な攻撃など、

与党・政府によるメディアへの直接間接の介入攻撃事例は後を絶ちません。 

３ 本日の集会では、本件の直接の当事者である望月氏による講演が行われ、また

望月氏とジャーナリストで元NHKプロデューサーの永田浩三氏、弁護士で報道

の自由に詳しい梓澤和幸氏の 3 名によるパネルディスカッションが行われまし

た。さらには、多くのメディア有志による応援スピーチも行なわれました。 

それぞれの発言を通じて、与党・政府によるメディアへの介入・攻撃がいかに

組織的でかつ巧妙であるかを知るとともに、これら一連の報道の自由の危機は、

憲法違反の秘密保護法や安保法制の制定、自民党などのもくろむ明文改憲の動き、

「戦争する国づくり」と連動していることも知ることができました。 



そして、こうした権力の腐敗や濫用を監視し、暴走を食い止めることこそがジ

ャーナリズムの本来の使命であること、権力からの介入・攻撃に対して、すべて

のメディアが連帯してこれを「跳ね飛ばす」ことの重要性を学ぶことができまし

た。 

また、この問題を単に望月記者一人への攻撃として捉えるのではなく、メディ

ア全体、ひいては市民への攻撃として理解し、メディアと市民とが共同して反対

の声を挙げる運動が重要であるということも学ぶことができました。 

与党・政府によるメディアへの介入・攻撃に対して、市民が共同して、「政権

によるメディアへの介入攻撃は許さない」、「国民の知る権利と報道、取材の自由

を守れ」の声を大きく広げていくことが、今、緊急に求められています。 

４ 安倍首相がもくろむ明文改憲が争点となる参議院選挙を 3 か月後に控え、与

党・政府によるメディアへの介入とメディア側の一層の「自己規制」「萎縮」「忖

度」がとりわけ懸念されます。 

こうした事態に対抗すべく、私たちは、今後とも、権力を監視し権力の暴走を

くいとめるメディアを応援し、メディアに携わる人々と連帯して憲法の保障する

取材の自由を守り抜き、与党・政府からの介入・攻撃を「跳ね飛ばす」ことを誓

います。 

  そして、私たちは、政府に対して、内閣記者会宛て文書を撤回するよう求める

とともに、今後、取材の自由を最大限尊重し、メディアに対する不当な圧力を加

えないことを強く求めます。 
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